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講習資料職務著作 知財高裁181019 

会社から派遣されて工業会名義で公表した講習会資
料は，職務著作と言えるか。 

 講習会資料の表紙の「高砂熱学工業（株）システム部
部長Ｘ」との記載は，講師がＸであることを表示している
にすぎず，肩書に「高砂熱学工業（株）」という記載があっ
たとしても，Ｘが所属する会社名を表示するにすぎないも
のであって，会社の著作名義に結び付かない。 

 講習資料集として，工業会の作成名義の下にまとめら
れて一つの冊子となり受講生に配付されているもので 

あるから，資料は，会社の著作名義で公表されたと認め
ることができず，Ｘがその著作者というべきである。 
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